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少年法等の一部を改正する法律の施行に伴う刑事手続にお

ける事務処理上の留意点

il設定房覆冥

令和4年4月’日に施行される改正民法4条により、成年年齢が’8歳に引き

下げられることを背景に、同日に施行される少年法等の一部を改正する法律（令

和3年法律第47号｡以下改正後の少年法を.｢法」 という。 ）は、 －1少年」を引
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年を｢特定少年I と位磁付けた(法6 2条1頂上上、その特例（法第五章）を設

る刑事事件の特例が法67条に規定されてけている。 このうち、特定少年に関する刑事事件の特例が法6

いる（以下、 この改正を「本改正』 と記減する。 ） 。

少年法等の一部を改正する法律の施行に伴う刑事手続におけ

る事務処理上の留意点について（事務連絡）

少年法等の一部を改正する法律（令和3年法律第4．7号）が令和3年5月28日

公布され、令和4年4月1日から施行されることに伴い、刑事手続における事務処

理上の留意点について別紙］及び2のとおり整理しましたので、執務の参考として

ください。

なお、簡易裁判所につい･ては、所管の地方裁判所からお知らせください．

亘栗雇專壷王文に函這蚤瀝颪とそあ蕾認
（1） 労役場留醗禁止規定の不適用

罰金又は科料の言渡しをする場合、労役場留置の言渡しをする．必要がある

が（刑法18条4項） 、少年については、労役場留綴の言渡しが禁止されて

いる（法54条）

本改正により、特定少年については、法54条の不適用が定められた（法6

"

裁判時特定少年については7条4項） 。その結果、

に戻り、労役場留置の1役場留置の言

､一過塗_ﾕｰ旦条4項の原則

時18歳未満の者につい

） 。ただし、経過措置に） だし、経過措置に

波しが必要となった (裁判時1

引き続き労役場留置の言渡しが禁止される。ては、

より、 丘後にした行為逆法施行前にした行；、

堤脳上=罪又は併合塁_と_Lエ処豊される ;合処_茎遡壁鐙産少笙重迩コエーも

とになる （令和3年法律第47引童錘堂堂進塁留璽里宣箆_La墾蕊上_堂_』Lゑことになる （令和3年法律第47

号附則（以下単に『附則j という。 ） 5条） 。

したがって、嗣金又は科料を言い渡す場合の判決草稿や略式命令草稿の起案、
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点検に当たっては、 ‘1裁判時Q波告人の隼齢、2』量れが18鑓又はl_a歳で ⑧死刑と無期刑の緩和（改正の影穆なし）

犯行時18歳未満の者に対する死刑と無期刑の緩和規定（法51条）につ

いては､裁判時特定少年であっても引き続き適用される。

ある塁合に蛙一基とな_るべき蔓実に法施蚕前にした行為亜含まれていないか

蝿則5条による_綴過措股の対鐙とならなし》か)に留意し、労役場留置の言

渡しの要否を検討する必要がある。

②不定期刑規定の不適用

少年について有期の懲役又は禁鯛をもって処断すべきどきは、刑の執行猶

予の言渡じをする場合を除き、不定期刑を言い渡すこととされている（法5

2条） 。

本改正により、特定少年については、法52条の不適用が定められた（法6

7条4項） 。その結果、裁判時特定少年については、不定期刑を萱上』漣すこ

、

←→

3令状事務に関する改正点とその留意点’
－ －－－

(1) 嗣金以下の刑に当たる犯罪の勾留舗求

少年については、罰金以下の刑に当たる犯罪の場合、司法警察員から家庭裁

判所への直接送致とされている（法41条） 。そのため、検察官から勾留謂

求､勾留に代わる観護措置請求（法43条）がされることはない。 ・

本改正により、特定少年の被疑事件については法4’条の不適用が定められ

た（法67条’項） 。その結果、司法警察員から検察官に送致される時を基

準として､特定坐墾堕撞疑毫性1こつ墜工は罰一罪名を剛22筵_撞迩塾皇璽勾

留鯖求等が司能となった（18歳未満の者の被疑事件については､罰金以下

とばできないこととなった（裁判時18歳未満の者については､引き続き法

52条に従って不定期刑を言い渡すこととなる。 ） 。

ただし、経過措置によりへ迭施丘前l曼j=aZfr為や、法施行前に_L左衝怠と法

の刑に当たる犯罪の場合、引き続き司法警察員から家庭裁判所に直接送致が

される。 ） 。なお、経過措置により、法施行後にした行為に係る事件のみが

対象となる（附則3条） 。

したがって、少年の勾留舗求等があった場合には、辺罰金以下の刑に当たる

犯韮空_どｺか､〆 ｢9回法笠錘埜_旦撞整官に送致望14た時怠堕鮭疑者Q笙齢、

施丘徒l皇_した行塾遊登測上＝鑿基陸佐食韮_と≦して処理_さ型員錫食』主_逗貝l.と

して、裁判時錠定少雫C塾_ｺｰｴｰ血引き続き塗_量-2-条l里錘って禿定期刑を萱坐

渡主ことになる（附則4条本文。なお、同条ただし書に例外規定がある。例

外の詳細については《令和3年12月15日付け家庭局第一課長、刑事局第

三課長事務連絡「 ･｢少年法等の一部を改正する法律の解鋭」の送付についてj

添付の『少年法等の一部を改正する法律の解説jの120ページから123

ページまでを参照） 。

したがって、判決草稿の起案、点検に当たっては、執行猶予を付す場合か否

か等のこれまでの確認事項に加え、 LI鐡判時Q被告人の雫醗、 iglそれが18

蝋又は型9歳である場合には､桑となる.．E窒垂室-1皇塗塗E@ilこし迩了麹塑含

虫れてし強いか_1附則_4条本文による怒過捲置の対象とならないか） :、③食

まれている場合は1堕則4¥土迄L二審に該当しないかを確認し､不定期刑の

言渡しについて検討する必要がある。

であるかどう力曾を砿鴎する必要がある'。3麓箆征後、丘豊

’令和4年r月’1日国家公安委員会規則第’号による改正前の犯罪捜査規範2

’0条2項は、少年被疑者について罰金以下の刑に当たる犯罪と禁銅以上の刑に当

たる犯罪とがあるとき、 これらを一括して検察官に送致するものとしている｡:特定
少年を被疑者とする罰金以下の刑に当たる犯罪について、施行前に犯したものと施
行後に犯.したものがある場合も一括して検察官に送致される可能性があるがも施行
前に犯したものについては引き続き家裁からの検察官送致ができない（附則2条に
より法62条1項が適用されな'い）ため、刑事処分をする余地がない。罰金以下の
刑に当たる犯罪と禁鐘以上の刑に当たる犯罪が一括して検察官に送致された場合の
取扱いについて、勾留は事件単位に決定されるものであることや強制処分法定主義
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側その他少年の身柄事件の事務処理について

′少年審判規則22条の改正により、観謹措置等の通知先が拡大されているが、

②勾留の要件

少年に対しては、やむを得な.い場合でなければ勾留状を発することはできな

い（法48条1項） 。

本改正により、特定少年の被疑事件･(家庭裁判所の検察官送致決定（法20

条1項又ほ.法62条1項．以下「逆送決定J と.いう。 ）があっ.たものに限

る。 ）の被疑者及び特定少年である被告人について、法.48条1項の不適用

が定められた（法6z条2項。なお、経過措置の定めなし。 ） 。その結果、

勾瀞に代わる哩護措置は同条の対象ではなく 従前どおり.勾留に関する規定

§蕊鼠される。訟法79条）力(刑事訴

'4その他の改正点ど事務処理上の留意息’

(1)職構による弁護人選任等について

刑事訴訟法上、職権で弁護人を選任することができる事由の:一つどして、被

告人が未成年者であることが定められているところ（同法37条1．号） 、令

和4年4月1日･の改正民法施行により、 18歳及び1．9歳の者は成年とな.る

ため、これらの者に刑事訴訟法37条1号に基づき職権で弁護人を選任す．る

こ.と･はできなくなる。

も.っ.とも､刑事訴訟規則上、少年の被告人に弁謹火がないときは、裁判所

は、なる･べく轍権で弁謹人を附さな.ければならないと定められている･ところ

（同規則279条） 等ここでいう 「少年」は、法2条1項の「少年」 （二十

歳に満たない者）のことをいい、特定少年も含まれる点に注意が必要’である

（したがってザ 18歳及び19歳の者については、刑事訴泌法37条5号に

よる選任を検討することが考え.られる。 ） 。

なお、この点に限らず、刑事訴訟規則第四編（少年事件の持別手織は、

少年法の適用.対象である者の事件に関する特別手続を定めたものであり－，特

定少年に対する事件であつ丈も引き続き適用される｡．

(2)． ．手続分離規定について

少年に対する被告事件は、他の被告事件と関連する場合にも、審理に妨げな

い限りその手続を分離しなければならないとされているが（法49条2項） ，

本改正により、特定少年に対する被告事件.について､.法49条2．項の不適用

が定め･られた（法67条3項。なお､経過措置の定めなし。 ） 。

逆送決定を堂堂た特定生生重塑畳遼疑宣生勾留状発付の時点を基準とし.て、

整定少年であ_量麸豈人につ！△工墜曇一生堂堂豊なk望金でなく．とも勾留盤＠発

付が可龍となつだ（逆送決定を受けていない少年被疑者については、引.き続

きやむを得ない場合でなければ勾留状を発付できない。 ） 。

ではなく事件単位で適用されるため、例えば、法67条2-項は聖人単位なお、

A事件の被告人である特定少年につき、家庭裁判所の逆送決定がされていな

いB事件の被疑事実で勾留をする場合には、原則どおりやむを得ない場合で

なければ勾留状を発付できないので留意まる必要がある。

(3)接見等禁止決定等

少年である被疑者・被告人に対して接見等禁止決定をし、その父母を接見等

禁止の対象から除外する場合に、決定書に「親権者である父母」のように記

令和4笙坐且1－旦以降改正民塗の重迂迄_よって成年年載する例があるが、

び19歳の者に親権者が観鈴が18歳に引き下げら型員_ことからユユ且重進ｴZ

念できないこととなる。そのため、決定の時点で特定少年である被疑者・被

告人に対して接見等禁止決定をする場合や、接見等禁止の一部解除決定をす

る場合は、決定書に「親権者jと記載をすることのないよう留意する必要が

ある。

の趣旨からすると、罰金以下の刑に当たる犯罪についで少年を勾留することは許さ
れ坂いとの見解（守屋克彦ほか編：コンメンタール少年法507頁）がある。
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(3) その他（被疑者、被告人以外の者の年齢に関するもの）

令和4年4月1日の改正民法施行による成年年齢引き下げにより、同日時点

で18歳及び19歳の者は、同日をもって成年に達する-こととなり、同日以

降、 18歳及び19歳の者に親権者を観念することはできなくなる。

したがって、例えば被害者特定事項の秘匿の申出（刑事訴訟法290条

の2）等、法宕代理人による手続が予定されている場面についても、関係者

の年齢を確認する必要があることに留意する。

－一画 正

罰金又ぱ科料の裁判をするとき

裁判時20歳以上． 吟

譲睡甑…陸＝蕊灘蕊蕊騨熱鐵 要. （少67Ⅳ

裁判時巡8壷未満 鈴 止一(少54）

麓窒綴幾鍼蟻灘
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詳産壷墓立食謹璽込鐡判瞳
有期の懲役又は禁銅の裁判（執行猶予を除く）をするとき

裁判時20歳以上 鈴通常の刑
'5書記官事務匠忍子弓王溺

少年が被疑者・被告人である事件では、上記1～4に記載したどおり、 18歳

未満の少年、特定少年、 20歳以上の者で、適用される条文が異なり得ること、

手続の段階により年齢を判断する基準時が異なることなどから、少年が被疑
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裁判時18歳未満 一一坤不定期刑(少52）

罪となるべき事実の中にR4_ 3菅

煮2-撞豈ムである事件については、圭続の都度､年齢及び適用される条文を確 ユ8蔵タユ9歳の被告人は不定期刑

認することが必要となる点に留意するべきである。 したがって、 このような観

点から、書記官の事務フローを見直すと.ともに、チェック表や聯務処理要領等に

ついても、適宜改訂を検討する必要がある。

また、少年が被疑者・被告人である事件については、例えば、記録の表紙に

『特定少年」 「18歳未満の少年」などと表示し、併せで、被疑者・被告人の生

年月日を記栽するなど、関係職員に注意喚起を行うための記録上の工夫を行うこ

とや､ -部内のミーティン.グ等の機会に事件の情報を連絡して、関係職員が広く被

疑者・被告人が少年の事件があることについての認識を共有するための方策を行

うことが有用と考えられる。
凸

特に、令状事務の関係でば、 当直事務担当者を含めた幅広い認識の共有が必

要となるため、少年に対する勾留請求や接見等禁止請求があった場合に確認すべ

き関係条文や行うべき事務の内容について、チェック表や事務処理要領等の改訂、

当直の事務フローの見直しを検討する必要がある。

Eまみ
△

罰金以下の刑に当たる犯罪の勾留購求

送致時20歳以上一菱察は検察官に送致_鯉謹呈4壁_験__勾留請求亘
幸…塗 亜理皇よ－2検察官送致皇.勾霧識璽1坐671」
‐送致陵18歳未満

合送致時18歳．

坐4ユl－s－勾留請求丞重

・合送致時1．8歳・19歳がR4

送､､勾留購求不矼(附3）

勾留の要件

聖旦ﾕ里煎堕旦』望進宣適堕場倉藍謎璽家裁l皇直

》

※人単位ではなく事件単位

告L旦童-2-ﾕｰ且歳猩は親権貴重塁曼法定ff理人力i荏在1_lzなL1こ_と』呈留意
●
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令和3年改正少年法施行後における事務処理上の留意点

鰯羅識騒鬮鰯識


